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『香り』の商標がインドにて初めて許可された 

インドにおいて本年１１月２２日付で香りの商標が許可されました。 

出願人：住友ゴム工業株式会社 

指定商品：第１２類（Tyres for vehicle） 

商標：「ＦLORAL FRAGRANCE/ SMELL REMINISCENT OF ROSES AS APPLIED TO 

TYRES」 

商標の説明：“A complex mixture of volatile organic compounds released by the petals 

interact with our olfactory receptors, creating a rose-like smell. Using the technology 

developed at IIIT Allahabad, this rose-like smell is graphically presented above as a vector 

in the 7-dimensional space wherein each dimension is defined as one of the 7 fundamental 

smells, namely floral, fruity, woody, nutty, pungent, sweet and minty.” 

添付はインド特許庁の当該出願のデータです。上記“商標の説明”の記載のようにこの

香りの商標が 7 次元空間におけるベクトルで表現されています。商標のタイプは「Device」

と書かれており、当該ベクトル表現によって香りが具体化され、識別力を有することになっ

たものと推察されます。 

 

米国特許商標庁（USPTO）の商標の審査期間 

 USPTO の発表において、2024 年 10 月～2025 年 9 月（2025 年会計年度）における一次

審査通知までの平均期間（FA（First Action）期間）は 5.6 ヶ月、権利化までの平均期間（TP

（Total Pendency）期間）は 11.7 ヶ月との報告がなされました。2026 年会計年度の目標は

FA 期間 4 ヶ月、TP 期間 11 ヶ月としており、その目標達成のために商標審査官の増員も

計画しているとのことです。 

 https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3fbc302 

 一方、日本の場合は、2024 年度は FA 期間 6.8 ヶ月、TP 期間 7.8 ヶ月となっており、また

2025 年度の目標は FA 期間 5.5～7.5 ヶ月、TP 期間 7～9 ヶ月となっています。日本国特

許庁による説明では、適正な FA 期間は 6～7 ヶ月程度であり、それより短くなると優先権

期間が 6 ヶ月であることも鑑みると、併存登録のリスクの問題があるという見解です。米国

においても同様のリ併存登録のリスクは発生すると思われますが、審査機関短縮→審査

の質の向上が優先されていると考えられます。 

 また米国において、ＦＡ期間は日本より短いが一方、ＴＰ期間は日本より長くなっておりま

す。これは、日本は付与後異議、米国は付与前異議、米国で使用意図に基づく出願は許

可査定後に使用宣誓書を提出しなければならないことなどが原因と思われます。 

 

以上 






